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令和８年度（２０２６年度）くまもと地産地消推進業務 

企画コンペ実施要領 
 

１ 業務名 

令和８年度（２０２６年度）くまもと地産地消推進業務 

 

２ 目 的 

県は、「くまもと地産地消推進県民条例」を制定し、県民への意識啓発や消費行動の促進など地産地 

消を推進している。 

このような中、県民アンケートによると、本県における地産地消の県民の意識については、「地産地消

に関心がある」との回答が約９０％であったものの、「購入するものは県産品にこだわらない」との回答が

約４０％と地産地消への関心と購買行動に乖離がみられ、特に若年層の地産地消への関心が低い傾向

にある。 

そこで、若い世代も含めて情報発信するため、県ＨＰ「くまもとのアグリ＆フード」及び           

ＳＮＳ「ＫＵＭＡ ＲＩＣＨ」を活用し、県産品や生産者の取組、ＳＤＧｓなど地産地消の意義や県産品を購

入・飲食できる地産地消協力店※等の情報を発信することで、県民の意識啓発と消費行動の促進を図る

。 

なお、本業務の主な目標を以下のとおり設定する。 

【目標】 県ＨＰ「くまもとのアグリ＆フード」内「地産地消サイト」の年間閲覧数 80,000PV 

                                            （参考）Ｒ７年度73,000PV(R8.2月末時点) 

 

※ 地産地消協力店とは 

「くまもと地産地消推進県民条例」における地産地消の趣旨に賛同し、県産品を販売する小売店や食材

として使用し消費者に提供する飲食店を「熊本県地産地消協力店」に指定。 

  地産地消協力店数：477店（飲食店200店舗、販売店277店舗）令和８年２月末時点。 

 

３ 業務内容 

別添「令和８年度（２０２６年度）くまもと地産地消推進業務基本仕様書」のとおり 

※ 契約時の仕様書は、企画コンペの結果を基に必要な変更を加えたものとする。 

 

４ 委託期間 

  契約締結の日から令和９年（２０２７年）３月２３日（火）まで 

 

５ 委託費 

（１）契約限度額（予算額） 

９，０９４，０００円（消費税及び地方消費税の額を含む。）を上限とする。 

なお、この金額は契約時の予定価格を示すものではない。 

（２）対象経費 

事業の実施に直接必要となる経費（人件費、賃借料、資材費、通信運搬費、旅費、広告費、

謝金、一般管理費等）とする。 
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   備品等の購入は対象外とし、リース又はレンタルにより調達すること。 

６ 実施スケジュール（予定） 

・公告（県ＨＰ）        令和８年３月２７日（金） 

・企画コンペ事前説明会         ４月 ７日（火）※任意参加 

・参加申込書・質問書提出期限      ４月１０日（金）正午 

・参加決定・審査会案内通知       ４月１４日（火） 

・企画提案書提出期限          ４月１７日（金）正午 

・書類審査（一次審査）・結果通知    ～４月２１日（火）※参加多数の場合に実施 

・審査会                ４月２３日（木） 

・審査会結果通知            速やかに実施 

・委託契約内容協議・委託契約締結    速やかに実施 

   

※入札参加資格のない事業者は令和８年（２０２６年）４月３日（金）午後５時までに入札参加

資格の新規申請を行うこと。（県公式サイトの管理調達課のページを参照） 

 

７ 企画コンペの対象者となる事業者 

次の各号を全て満たす者とする。 

（１）物品購入契約等及び業務委託契約に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱（平成 18 年熊

本県告示第521号）により入札参加資格を有する者であること。 

（２）地方自治法施行令第167条の4に該当しないものであること。 

（３）熊本県内に本社、支社又は営業所等を有する法人であること。 

（４）熊本県から指名停止の処分を受けていない者であること。 

（５）消費税及び地方消費税並びに都道府県税の未納がない者であること。 

（６）会社更生法、民事再生法等に基づく更正又は再生手続きを行っていないこと。また手形交換所

による取引停止処分、主要取引先から取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全でない

こと。 

（７）自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれにも該当する者でないこと及び次のイ及びウに掲

げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。 

ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条

第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ） 

イ 暴力団員（同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ） 

ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 

エ 自己、自社若しくは第三者の不当な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって

暴力団又は暴力団員を利用している者 

オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に

暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 

カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用している者 
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８ 企画コンペ事前説明会について 

日  時：令和８年（２０２６年）４月７日（火）１４:００～（６０分程度） 

場  所：県庁本館１３０１会議室 

申込方法：参加を希望する場合は、「企画コンペ事前説明会参加申込書」を電子メールにより提

出すること。※事前説明会への参加は、必須ではありません。 

  提 出 先：ryuutsuuaguri@pref.kumamoto.lg.jp 

  提出期限：令和８年（２０２６年）４月３日（金）正午 

 

９ 企画コンペ参加申込み及び質問書の提出について 

本企画コンペに参加を希望する者は、次により参加申込書及び質問書を提出すること。 

（１）企画コンペ参加申込書 

提出書類：様式１ 

   提出方法：持参又は郵送（郵送の場合は、配達証明に限る） 

   提 出 先：〒862-8570 熊本市中央区水前寺6-18-1 

熊本県農林水産部食のみやこ推進局流通アグリビジネス課（TEL：096-333-2424） 

   提出期限：令和８年（２０２６年）４月１０日（金）正午必着（郵送の場合も同様） 

（２）質問書 

提出書類：様式２（質問がある場合のみ。口頭による質問は受け付けない。） 

提出方法：電子メール 

   提 出 先：ryuutsuuaguri@pref.kumamoto.lg.jp 

※メール送付後に電話で到達確認をすること（TEL：096-333-2424） 

   提出期限：令和８年（２０２６年）４月１０日（金）正午必着（郵送の場合も同様） 

   回答方法：提出期限後、質問者を匿名として全ての参加者に電子メールにて回答する。 

 

１０ 企画提案書の提出について 

（１）企画提案書の内容 

企画提案書は、原則としてＡ４サイズで作成することとし、次の順で編纂すること。 

番号 項 目 様式等 

１ 表 紙 様式３ 

２ 
企画提案内容 

・「基本仕様書」及び「補足説明書」を確認のうえ作成すること 

任意様式 

(原則Ａ４ 

サイズ) 

３ 

実施体制 

・①体制図、②本業務の責任者（所属・職名・氏名・主な業務経歴・

その他参考事項）、③主な外部関連団体について記入すること。 

４ 

業務行程表 

・契約から完了までのスケジュールについて、県との契約締結に向け

た協議期間を含め、関係先との協議や調整、必要とされる許認可等

の手続き、情報発信時期、効果分析、実績報告書の作成など、業務

の一連の流れが分かるように記入すること。 

mailto:ryuutsuuaguri@pref.kumamoto.lg.jp
mailto:ryuutsuuaguri@pref.kumamoto.lg.jp
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５ 

見積書 

・見積価格は、審査における評価項目の一つであるため、仕様の項目

ごとに、数量、単位、単価を明示し、費用の内訳及び積算根拠がわ

かるように記載すること。（１か月以内に積算したもの） 

・消費税及び地方消費税の金額を算出し、上記と併せて合計金額を記

載すること。 

６ 

会社概要 

・会社の概要を記入すること（会社パンフレット等に代えても可） 

・その他、当事業と類似する過去の事業実施実績があれば添付するこ

と。 

７ 

事業者の取組に関する申出書 
・本実施要領「１２ 審査会（プレゼンテーション）の開催及び委託

候補者の選定について」の（３）の表「審査項目 ５ 事業者の取

組」において、該当するものがあれば、提出すること。 

様式３に申

出書と認定

証の写し等

を添付 

 

（２）提出方法等 

   提出方法：持参又は郵送（郵送の場合は、配達証明に限る） 

      提出部数：６部（正本１部、副本５部） 

   提 出 先：〒862-8570 熊本市中央区水前寺6-18-1 

熊本県農林水産部食のみやこ推進局流通アグリビジネス課（TEL：096-333-2424） 

   提出期限：令和８年（２０２６年）４月１７日（金）正午必着 

（３）企画提案書を無効とする場合 

以下に該当する場合、提出された提案書を無効とする場合がある。 

・ 提案書の提出方法、提出先、提出期限が適合しないもの 

・ 提案書の様式及び実施要領に示された条件に著しく適合しないもの 

・ 企画コンペ参加申込書又は提案書に虚偽の内容が記載されたもの 

・ 審査委員又は関係者に企画提案書に対する協力を直接的又は間接的に求めた場合 

（４）提出された企画提案書の取扱い 

・ 提案書は返却しない。 

・ 提案書の作成及び提出に要する費用は、提案者の負担とする。 

・ 県は、提案書の審査及び説明のために、写しを作成し使用することができる。 

・ 提案書は熊本県情報公開条例等に基づき、公開することがある。 

 

１１ 書類審査について 

参加申込件数が多数の場合は、１次審査として書類審査を行い、２次審査として審査会を実施

する。なお、書類審査の審査基準は審査会と同様とし、書類審査の結果は、４月２１日（火）ま

でに通知する。 
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１２ 審査会（プレゼンテーション）の開催及び委託候補者の選定について 

提案書の内容等について、選考委員による審査を行い、委託候補者を決定する。 

（１）審査会の開催日等 

開 催 日：令和８年（２０２６年）４月２３日（木）（時間・控室は別途通知） 

会   場：県庁本館１３０１会議室 

選定結果：電子メールにより審査会参加者全員に通知する。 

（２）審査会 

委託候補者の選定を厳正かつ公平に行うため、提案書の審査、委託候補者の選考を行う審査会 

を置くこととし、選考委員は、熊本県職員の中から、業務の関連又は業務実績を考慮して５名程 

度を選出する。 

（３）審査及び委託候補者の選定 

・ 審査会では、提案書及び参加者からのプレゼンテーション内容を以下の表に定める審査の

視点に基づき審査し、１位を選定した選考委員の多い企画提案者を本業務の委託候補者とし

て選定する。 

・ 選考委員の持ち点は各１００点とし、合計点は１００点×５人＝５００点とする。また、

最低基準を５０点×５名＝２５０点とし、全ての参加者が最低基準に満たなかった場合は、

委託候補者該当なしとして再度公告の上、企画提案書を募集する。 

・ １位を選定した選考委員が同数であった場合、得点の高い企画から順に委託候補者、次点

者を決定する。さらに同点の場合は、選考委員の多数決により決定する。 

・ 委託候補者が、「７ 企画コンペの対象者となる事業者」に該当しないことが判明した場

合又は契約を辞退した場合には、次点者を委託候補者とする。 

審査項目 審査の視点 配点 

1 適格性 
事業の趣旨や課題、仕様書の内容を十分に理解しており、効

果的かつ具体的な企画が提案されているか 
60 

2 実施体制 
本業務を安定して確実に遂行するため必要な実施体制を有し

ているか。 
10 

3 計画性 期間内の実現が可能なプラン、スケジュールになっているか。 15 

4 経費の妥当性 
予算の範囲内において、提案内容と整合性がある経費が適切

に見積もられているか。 
10 

5 
事業者の取組 

（公告日時点） 

（１）熊本県ブライト企業の認定を受けている。 １ 

（２）障害者支援施設等からの物品及び役務の調達実績（当

該年度又は前年度）がある。 
1 

（３）事業活動温暖化計画書制度の対象事業者義務及び任

意、エコアクション21、RE100、再エネ100宣言RE Action

のいずれかの認証等、または森林吸収量認証書の交付実績

（当該年度又は前年度）がある。 

1 

（４）熊本県ＳＤＧｓ登録制度に登録している。 1 

（５）パートナーシップ構築宣言をポータルサイトに登録し

ているか。 
１ 

合 計 100 
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１３ 委託契約の締結 

県は委託候補者と協議を行い、契約条件を確認のうえ、改めて見積書を徴取し、予算額の範囲

内で委託契約を締結する。 

なお、必要な契約条件に合致しない場合、契約の締結を行わない場合には、次点者と契約の締

結について協議する。 

 

１４ 契約保証金 

契約しようとする者は、熊本県会計規則第77条の規定により、契約保証金（契約金額の100 

分の10以上の金額）を納付しなければならない。 

ただし、熊本県会計規則第７８条各号のいずれかに該当する場合には、契約保証金の納付を免

除する。 

 

１５ その他 

・ 企画コンペに係る費用は、一切支払わない。 

・ 企画コンペ参加申込書の提出後に辞退する場合は、辞退理由等を記載した辞退届（様式４）を

提出すること。 

・ 本事業の実施については、この要領に定めるもののほか、必要に応じて別に定める。 



令和８年度（２０２６年度）くまもと地産地消推進業務 

基本仕様書 
 

１ 業務名 

令和８年度（２０２６年度）くまもと地産地消推進業務 

 

２ 目 的 

県は、「くまもと地産地消推進県民条例」を制定し、県民への意識啓発や消費行動の促進な

ど地産地消を推進している。 

このような中、県民アンケートによると、本県における地産地消の県民の意識については、

「地産地消に関心がある」との回答が約９０％であったものの、「購入するものは県産品にこ

だわらない」との回答が約４０％と地産地消への関心と購買行動に乖離がみられ、特に若年層

の地産地消への関心が低い傾向にある。 

そこで、若い世代も含めて情報発信するため、県ＨＰ「くまもとのアグリ＆フード」及び 

ＳＮＳ「ＫＵＭＡ ＲＩＣＨ」を活用し、県産品や生産者の取組、ＳＤＧｓなど地産地消の意義

や県産品を購入・飲食できる地産地消協力店※等の情報を発信することで、県民の意識啓発と

消費行動の促進を図る。 

なお、本業務の主な目標を以下のとおり設定する。 

 

【目標】 県ＨＰ「くまもとのアグリ＆フード」内「地産地消サイト」の年間閲覧数 80,000PV 

                                            （参考）Ｒ７年度 73,000PV(R8.2 月末時点) 

 

※ 地産地消協力店とは 

「くまもと地産地消推進県民条例」における地産地消の趣旨に賛同し、県産品を販売する

小売店や食材として使用し消費者に提供する飲食店を「熊本県地産地消協力店」に指定。 

  地産地消協力店数：477 店（飲食店 200 店舗、販売店 277 店舗）令和８年２月現在。 

詳細は「くまもとのアグリ＆フード」でご確認ください。 

https://www.kumamoto-agribiz.jp/chisan/default.html 

 

３ 業 務 

受託者は、次に係る一切を業務範囲とし、実施に向けた広報、関係各所との連絡調整、費用 

の支払い、関係者との権利関係の調整等全体の運営を一括して行うものとする。 

 

４ 業務の内容 

（１）県ＨＰ「くまもとのアグリ＆フード」及び県公式ＳＮＳ「ＫＵＭＡ ＲＩＣＨ」等による情報発信         

  ア 全 般 

   ・ 地産地消の意義や良さ、県産品の魅力、地産地消協力店などを盛り込み、消費者の県産  

品に対する意識向上や行動変容を促す内容とすること。 

・ 取材先候補の選定を行うこと。 

・ 取材交渉を行うこと。 

   ・ 発信する情報の取材先は、県と協議のうえ決定すること。 

・ 記事に使用する素材の著作権や写真の肖像権に関して関係者との調整を行うこと。 

・ 閲覧数増加に繋がるよう、効果的な広告等の対応を行うこと。 

https://www.kumamoto-agribiz.jp/chisan/default.html


イ 県ＨＰ「くまもとのアグリ＆フード」関連  

・ 県ＨＰ「くまもとのアグリ＆フード」（以下「県ＨＰ」という）を中心に県公式ＳＮＳ等   

「ＫＵＭＡ ＲＩＣＨ」（以下「公式ＳＮＳ等」という）と連携・連動した広報展開を実 

施すること。 

・ 県ＨＰに掲載する記事の取材及び原稿作成を行うこと。 

   ・ 記事は、スマートフォンでの閲覧を想定した画像数や文字数とする。 

・ 県産品の旬の時期やイベント前など、県民の行動を促進できるタイミングで情報を発信

できるよう、内容と年間発信スケジュールを提示すること。 

・ 投稿頻度は月２回以上（うち地産地消協力店等の記事を１回以上）とする。 

     ・ 県が確認して、完成した記事は遅くとも投稿７日前を目途に県に送付すること。 

 

   ウ 県内の情報を発信する民間サイトとの連携 

・ 月の閲覧数が１００万件以上の熊本県の民間サイト等で、月に２回以上（うち地産地消 

協力店等の記事を１回以上）配信を行うこと。 

・ 県ＨＰと連動した内容とするため、共通のテーマで記事を作成し、配信すること。 

・ 配信する記事内で、公式ＳＮＳ等への登録や県ＨＰへの誘導を図ること。 

・ タブの作成など、県民が地産地消の記事を認識しやすい表示とすること。 

・ 本業務で作成した記事への誘導を図ること。 

   ・ 多くの県民に情報が届くような配信方法（広告等）を行うこと。 

 

    エ 公式ＳＮＳ等（「ＫＵＭＡ ＲＩＣＨ」）関連 

・ 公式ＳＮＳ等の日常的な管理・運用は受託者が行うこと。なお、公式ＳＮＳの主な用途

は次のとおり想定している。 

 

 

 

 

 

   ・ 委託期間におけるＳＮＳ毎の「活用法」及び記事の「総投稿数」や「投稿頻度」の目標 

や目安を具体的に提案書に明記すること。 

・ その他、SNS の操作性が向上するような機能があれば追加提案すること。 

・ LINE プレミアムＩＤを設定すること（12か月）。 

 

（２）効果測定                                      

県ＨＰ、ＳＮＳ等での情報発信について 

 ・ 本委託事業の実績（効果）について、業務目的の達成度を効果測定すること。 

・ 効果測定のための指標及び効果の分析方法を提案すること。 

・ 中間分析を９月上旬に行うこと。 

・  事業期間を通した分析を業務完了時に行うこと。 
 

５ 業務執行体制  

正副２人を担当者とする。なお、担当者は、業務内容や進捗状況について、県担当者と密に 

協議を行うこととする。 

 

【LINE】【Instagram】【Facebook】【X】 

 ○地産地消に関する情報発信随時 

（県ＨＰ・熊本県に関するサイト更新等のお知らせ、地産地消関連イベントの情報等） 

〇コメントやリッチメニューなどより閲覧が向上するような編集等 



６ 委託期間  

契約締結の日から令和９年（２０２７年）３月２３日（火）まで 

 

７ 成果品 

・ 業務完了報告書（報告書の内容は委託者と協議し、紙及び電子媒体により提出すること） 

・ 本業務で作成した成果品一式（広報物資及びそのデザインデータ（ＰＤＦ、ＪＰＥＧ等）、 

キャッチコピー・ロゴの電子媒体（ＰＤＦ、ＪＰＥＧ等）、その他の資料・画像・動画データ 

等） 

・ その他委託者が業務の履行確認に必要と認めるもの 

 

８ 特記事項 

・ 契約後、速やかに県に事業計画を提出し、十分に協議のうえ業務を遂行すること。 

・ 実施スケジュールは、県と随時擦り合わせながら管理を行うとともに、月に１回以上を目安 

に業務の進捗状況を委託者に報告すること。 

・ 本業務で制作した物品、デザイン、画像、映像等に関する著作権は熊本県に帰属するものと 

する。また、それらを期間の制限なく無償で二次利用ができるよう権利関係の調整を行うこ 

と。 

・ 本基本仕様書に定める内容に疑義が生じたとき及び定めのない事項については、委託者と協 

議の上、定めることとする。ただし、定めがない事項であっても、社会通念上当然必要と思 

われるものについては、本業務に含まれるものとする。 

・ 受託者は、個人情報保護法を遵守し、個人情報が漏れることがないようにすること。 

・ この業務に係る経費を明らかにするため、他の経理と明確に区分して、会計帳簿及び証拠書 

類を整備するものとし、本委託業務が終了した日の属する会計年度の終了後５年間、これを

保存しなければならない。 

・ 委託期間中及び期間の終了後において、委託者が必要と認める場合は、受託者に対しこの業 

務に関して必要な報告を求め、又はその職員が日時・方法等を協議の上、受託者の事務所に 

立ち入り、帳簿、書類その他の物件を調査させることができる。受託者は、本仕様書の疑義、 

変更及び本仕様書に定めのない事項が生じた場合、または著しく変更があった場合は、県に 

確認を行い、両者協議の上、すること。 

・ 成果品の著作権は熊本県に帰属する。 

・ 資料・資材の作成等については、県と協議のうえ作成すること。 

 

 



【参 考】公式ＳＮＳ等「KUMA RICH」のコンセプト 

＜ ロゴマーク ＞ 

熊本の豊かな自然を表す「山」「大地」「海」を表現。 

一目で自然と認知でき、カラーでもモノクロでも表現の幅

を狭めないデザインに。 

＜ キャッチコピー「 KUMA RICH 」＞ 

「KUMA」は自然豊かな熊本の地で生まれたものを、 

「RICH」は県産品の「豊かさ」「恵み」を表現しており、

人々が「地産地消」に取り組むことが日々の豊かさに繋がっ

ていることを表現。 

「地産地消」の大切さを考え、自分にできる行動につなげて

もらいたいとの意味が込められています。 

【参 考】「くまもとのアグリ＆フード」とは 

  「地産地消」をはじめ、「県産食材」「企業の農業参入」「フードバレーアグリビジネス 

センター」の情報を掲載した熊本県流通アグリビジネス課の総合サイト 

 

※ 過去に掲載した記事は、左の２次元 

バーコードから確認ができます。 

（地産地消サイト ＞ SNS「KUMA RICH」） 

【参 考】現在運用中のアカウント 

 

 

 
 

                                                                        

                                

Facebook 
（KUMA RICH）

LINE 
（KUMA RICH） 

Instagram 
（kumarici_official） 

令和８年度（２０２６年度）くまもと地産地消推進業務 

補足説明書 

 

 全般                                          

・ 企画コンペでの提案に当たっては、基本仕様書の記載事項のほか、本書に記載している内容 

及び視点を踏まえて考案すること。 

・ 企画提案書は、全体を通して、「提案内容のコンセプトやポイント」「見込まれる効果」など 

を分かりやすく記載すること。 

 ・ 基本仕様書に「記載がない事項」又は「記載があってもより効果が期待できる事項」であっ 

て、予算の範囲内で実施可能なものがあれば新たに提案すること。 

 

 県ＨＰ「くまもとのアグリ＆フード」及び県公式ＳＮＳ「ＫＵＭＡ ＲＩＣＨ」等による情報発信について           

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
（KUMA RICH） 



【その他】                                        

・ その他、当業務に関する広報についても積極的な実施を検討すること。ＳＮＳ以外にもテ

レビ、新聞、広報誌、ＷＥＢ広告等、より効果的な広報手段があれば提案すること。 

・ 当該業務を推進していくに当たり、必要な物資（ポスター・チラシ等）があれば、提案書

に明記すること。ただし、備品の購入は不可とする。 

・ これまでにＳＮＳ等を活用した広報事業など、今回の企画コンペと同様の案件を手掛けた実

績があれば、その内容が分かる資料を提出すること。 


